
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ● 危険性がある場合は、応急処置、修繕工事等を速やかに実施します。 

● 損傷が著しく利用効率も低い施設は、廃止を検討します。 

● 耐震診断の実施に努めます。 

● 優先順位に基づき耐震化工事を実施します。 

● 予防保全型の維持管理を実施します。 

● 計画的な保全を実施し、将来コストの縮減と施設の更新時期の平準化を図ります。

● 個別施設計画（長寿命化計画等）を策定します。 

● 公共建築物の複合化等、施設保有量の 適化に努めます。 

● 公共建築物の多機能化（集約化・複合化）の可能性を検討します。 

● 施設を維持することが不適当な施設は、廃止・譲渡を検討します。 

● 余剰となった施設や敷地の多用途への転用や、売却等による有効活用を図ります。

● 部門横断的な組織体において協議、決定する仕組みを構築します。 

● 職員向けの研修会等を実施し、庁内における公共施設等マネジメントの意識共有を

図ります。 

３.安全確保の

実施方針 

４.耐震化の

実施方針 

５.長寿命化の

実施方針 

６.統合や廃止の

推進方針 

７.総合的かつ計画
的な管理を実現
するための体制
の構築方針 

■公共施設等マネジメントの推進にあたって 

■ 推進体制の構築 

・ 所管ごとに管理している施設データを整理し、一元的に収集・管理・分析するための専門部署の設置を検討

します。 

・ 専門部署と施設所管課の役割分担により、施設情報の継続的な更新を進めます。 

・ 関連部署との連携調整を図り、事業の優先順位を判断して施設の整備・運営管理を行います。 

■ 町民等との情報共有 

・ ホームページ等を通じた情報提供と、協働による公共施設等の適正化・維持管理の推進を図ります。 

■ フォローアップ 

・ 本計画の 10 年間ごと

の見直しと、ＰＤＣＡサ

イクルによる適切な進

行管理を行います。 

・ 他の計画との整合や社

会情勢、関連計画の策

定・改定に応じて計画を

見直します。 

 

【ＰＤＣＡサイクルによる適切な進行管理】 

豊郷町公共施設等総合管理計画（概要版）（平成 29 年３月） 

豊郷町  総務課  

〒529-1169 滋賀県犬上郡豊郷町石畑 375 番地 

TEL 0749-35-8111 FAX 0749-35-4575  http://www.town.toyosato.shiga.jp 

豊郷町公共施設等総合管理計画（概要版）

 
 
 

・ 本町が所有する公共建築物は 53 施設、延床面積は 59,904 ㎡です。 

・ 本町では、築 30 年以上経過している施設の延床面積の割合が 38.6％となっています。 

・ 今後、年数の経過とともに老朽化した建築物がさらに増加することになり、その対応のための安全確保対策

が多大になることが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■豊郷町公共施設等総合管理計画について 

■ 背景と目的 

・ 国においては、地方公共団体に公共施設等の総合的かつ計画的な管理を義務付け、「公共施設等総合管理計画」

の策定を要請しています。 

・ 本計画は、本町が所有する公共施設等の全体の状況を把握し、本町を取り巻く現況及び将来の見通しを分析

し、これを踏まえた公共施設等の管理の基本的な方針を定めることを目的とします。 

■ 計画の対象施設 
 
 
 
 
 

■ 計画の対象期間 
・ 平成 29 年度から平成 68 年度までの 40 年間 

 
公共建築物 

インフラ施設 

市民文化系施設、社会教育系施設、スポーツ・レクリエーション系施設、産業系施設、 

学校教育系施設、子育て支援施設、保健・福祉施設、行政系施設、町営住宅、公園、その他 

道路、橋梁、上水道、下水道 

 

公共施設等 

■公共施設等を取り巻く課題 

●公共施設等で進む老朽化への対策 

【施設類型別・建築年度別・延床面積】 
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改善 
公共施設等マネジ 

メントの実施 

本計画の策定・見直し 

評価・検証 

実施状況の把握、評価、検証 
課題の抽出・改善 

公共施設等総合管理計画の策定

やこれに基づく実行計画の立

案・見直し 

計画に基づく取り組みの実行（費

用の削減、機能更新、複合化等）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●人口構造に対応した適切な公共施設等の量と質の確保 
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【人口推移・将来人口】 ・ 本町では、今後、人口減少が進み

40 年後の平成 67 年には 6,503

人まで減少するとともに、少子高齢

化が進行することが予測されてい

ます。 

・ 今後、人口減少、少子高齢化の進展

により、求められる公共施設等の量

と質は、ともに変化していくことが

予想されます。 

●限られた財源を上回る施設の更新費用 

増加する扶助費と限られた財源 

・ 歳出は、社会保障等の扶助費が増加

傾向にあり、今後、高齢化の進行に

合わせてさらに増加することが予想

されます。 

・ 一方で、公共建築物やインフラ施設

の更新等に使用した財源（投資的経

費）は限られています。 
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【歳出の内訳】 

公共建築物は、今後 40 年間で約 227 億円（年平均約 5.7 億円）の更新費用が必要 

・ 本町が管理する公共建築物について、

すべての施設を現状のまま維持する

と、今後 40 年間で約 227 億円（年

平均約 5.7 億円）の更新費用が必要

となります。  

・ 平成44 年度頃から平成50 年度の７

年間は町営住宅等の建替えが集中的

に発生するため、更新費用が１年当た

り10 億円から18 億円程度かかる見

込みとなっています。  
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67.2億円 83.7億円 35.8億円 40.4億円

40年間の総額 227.1億円

平均：5.7億円

【公共建築物の将来更新費用】 

インフラ施設は、今後 40 年間で約 152 億円（年平均約 3.8 億円）の更新費用が必要 

・ 本町が管理するインフラ施設につい

て、すべての施設を現状のまま維持す

ると、今後 40 年間で約 152 億円（年

平均約 3.8 億円）の更新費用が必要

となります。 

・ 更新費用が も大きいインフラ施設

は、上水道となっています。 

【インフラ施設の将来更新費用】 
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・ 公共建築物とインフラ施設

（特別会計の上水道、下水

道を除く）を合計した公共

施設等の更新費用の総額

は、今後 40 年間で約 288

億円、年平均に換算すると

7.2 億円程度かかる見込み

です。 

・ 現状の施設をこのまま保有

し続けるものと仮定した場

合、現在の普通建設事業費

と比較して、年間当たり約

3.9 億円（既存施設将来費

用の約 54％）分の費用が

不足することになります。 

 
 
 
 

現状の施設をこのまま保有し続けた場合、年間約 3.9 億円分の費用が不足 
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【公共施設等の将来更新費用】 

※1 公共建築物とインフラ施設（特別会計の上水道・下水道

を除く）を合計した公共施設等の今後 40 年間における 1

年当たりの更新費用。 

※2 過去 10 年間（平成 17 年度から平成 26 年度）における

普通建設事業費の平均値。 

更新に必要な将来の費用 

約 7.2 億円/年（※1） 普通建設事業費 

約 3.3 億円/年（※2） 

約 3.9 億円/年（約 54％）の不足 

■公共施設等の管理に関する基本的な考え 

本町における現状や課題を踏まえ、公共施設等の管理に関する基本的な方針を示します。 

 

■ 基本方針 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ 公共施設等の管理に関する方針 

 
 
 
 
 
 

 計画的な保全により、 

公共施設等の寿命を延ばします 

 財政力に見合った規模で 

公共施設等を効率よく使用します 

 全庁的な体制で公共施設等の 

適正化・維持管理に取り組みます 

 公共施設等の安全性を 

優先的に確保します 

1.点検・診断等

の実施方針 

● 定期的な点検や劣化・損傷状況の把握を行います。 

● 点検・診断結果を記録・蓄積し、修繕時の優先順位の検討等に活用します。 

２.維持管理・ 
修繕・更新等 
の実施方針 

● 事後保全型の維持管理から、予防保全型の維持管理への転換を進めます。 

● 民間のノウハウや技術等の活用等、効率的・効果的な手法を検討します。 

● 維持管理がしやすい施設への改修や延床面積の縮減を検討します。 

● 維持管理、修繕、更新等に伴う費用の平準化を図ります。 

● 財政状況を踏まえてインフラ施設の計画的な整備を図ります。 


